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○大村市建築基準法施行細則 

平成２１年３月２日 

規則第７号 

改正 平成３０年１２月２０日規則第２３号の２ 

（趣旨） 

第１条 この規則は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）、建

築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」という。）、建築基準法施行

規則（昭和２５年建設省令第４０号。以下「省令」という。）及び長崎県建築基準条例（昭

和４６年長崎県条例第５７号。以下「県条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（適用の範囲） 

第２条 この規則は、法第９７条の２第１項の規定により建築主事が行う事務及び同条第４

項の規定により市長が行う事務について適用する。 

（建築主等の変更） 

第３条 法又は県条例の規定により確認、許可、認定又は承認（以下「確認等」という。）

を受けた建築物及び工作物について、その工事の完了前に建築主又は申請者（以下「建築

主等」という。）の変更をしたときは、当該変更後の建築主等は、変更後遅滞なく届出書

（様式第１号）に確認済証、許可通知書、認定通知書又は承認通知書（以下「確認済証等」

という。）を添えて当該確認等をした市長又は建築主事に届け出なければならない。工事

監理者若しくは工事施工者を変更し、又は選定したとき及び確認済証等に記載された建築

物等の敷地の地番を変更したときも同様とする。 

（工事の取りやめ及び取下げ） 

第４条 建築主等は、確認等を受けた建築物及び工作物の工事を取りやめたときは、届出書

に確認済証等を添えて当該確認等をした市長又は建築主事に届け出なければならない。 

２ 建築主等は、確認済証等の交付を受ける前に当該確認等の申請を取り下げようとすると

きは、届出書により当該確認等の申請をした市長又は建築主事に届け出なければならない。 

（証明願） 

第５条 次の各号に掲げる事項について証明を受けようとする者は、当該各号に定める書類

を市長に提出しなければならない。 

(1) 法第６条第１項の規定による確認済証の交付を受けていること、法第７条第５項の

規定による検査済証の交付を受けていること又は法第１５条第１項の規定による届出
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が受理されていること。 証明願（様式第２号） 

(2) 法第４２条第１項第５号に規定する位置の指定を受けていること。 道路位置指定

済証明願（様式第３号） 

(3) 法第４２条第２項に規定する市長の指定を受けていること。 指定済証明願（様式

第４号） 

（建ぺい率の緩和） 

第６条 法第５３条第３項第２号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれか

に該当するものとする。 

(1) 敷地境界線の長さの３分の１以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類する

もの（次号において「道路等」という。）に接する敷地 

(2) 敷地境界線の長さの６分の１以上が幅員１２メートル以上の前面道路（前面道路の

反対側に道路等がある場合にあっては、これらの幅員の合計が１２メートル以上である

場合を含む。）に接する敷地 

(3) 敷地境界線の長さの６分の１以上が２以上の前面道路（それぞれの前面道路の幅員

の合計が１２メートル以上である場合に限る。）に接し、かつ、接する長さがそれぞれ

４メートル以上である敷地 

（道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の緩和） 

第７条 政令第１３５条の２第２項の規定により前面道路の高さの位置は、次に定めるとこ

ろによるものとする。 

(1) 建築物の敷地の地盤面が前面道路より１メートル以上高い場合においては、その前

面道路は、敷地の地盤面から１メートル低い位置にあるものとみなす。 

(2) 前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面と前面道路との高低差の２倍以上

を超える敷地内の区域においては、その前面道路は、敷地の地盤面と同じ高さにあるも

のとみなす。 

（公開による意見の聴取の請求） 

第８条 法第９条第３項（法第１０条第４項、法第４５条第２項又は法第８８条第１項にお

いて準用する場合を含む。）又は第８項（法第１０条第４項又は法第８８条第１項におい

て準用する場合を含む。）の規定により意見の聴取の請求をしようとする者は、意見の聴

取請求書（様式第５号）により市長に請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があった場合においては、意見の聴取通知書（様式第６

号）を当該請求をした者に交付するものとする。 
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（意見の聴取の公告） 

第９条 法第９条第５項（法第１０条第４項、法第４５条第２項又は法第８８条第１項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する意見の聴取の公告は、当該建築物の敷地等の適当

な場所に掲示してこれを行うものとする。 

（意見の聴取の放棄） 

第１０条 法第９条第４項（法第１０条第４項、法第４５条第２項又は法第８８条第１項に

おいて準用する場合を含む。次条及び第１２条において同じ。）の規定により出頭を求め

られた者が出頭しないときは、市長は、その者が意見の聴取の機会を利用する権利を放棄

したものとみなす。ただし、意見の聴取のため出頭を求められた者が特別の事由により出

頭できない場合において、あらかじめその旨を市長に届け出てその承認を得たときは、こ

の限りでない。 

（参考人の出席） 

第１１条 市長は、法第９条第４項の規定により意見の聴取を行う場合において必要がある

と認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（代理人及び証人の出席） 

第１２条 法第９条第４項の規定による出頭を求められた者が、代理人又は証人を出席させ

るときは、あらかじめ文書をもってその旨を市長に届け出なければならない。 

（意見の聴取の秩序維持） 

第１３条 市長は、意見の聴取の秩序を維持するために必要があるときは、傍聴人の入場を

制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。 

（意見の聴取の期日の延期） 

第１４条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、意見の聴取を行うことができない

場合又は第１０条ただし書の規定による場合には、意見の聴取の期日を延期することがで

きる。 

２ 前項の規定により意見の聴取の期日を延期する場合においては、第９条の規定を準用す

る。 

（確認申請書に添付する図書） 

第１５条 法第６条第１項（法第８８条第１項において準用する場合を含む。）の規定によ

る確認の申請書には、省令第１条の３及び省令第３条に規定する図書のほか、次の各号に

掲げる場合にあっては、当該各号に定める図書を添えなければならない。 

(1) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理及び廃棄物の処理の用途に供し、又はこれらの
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用途を伴う建築物を建築する場合 工場・危険物・廃棄物調書（様式第７号） 

(2) 法第８６条の７の規定により政令第１３７条の２から１３７条の９までに規定する

規模の範囲内において既存の建築物を増築、改築をしようとする場合 不適格建築物調

書（様式第８号及び様式第９号） 

(3) 法第５１条ただし書（法第８７条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）

の規定により政令第１３０条の２の３に規定する規模の範囲内において建築物を新築、

増築、又は用途変更をする場合 不適格特殊建築物調書（様式第１０号） 

(4) がけに近接する敷地に建築する場合 がけと敷地の断面図 

(5) 建築物の敷地の地盤面と道路又は隣地の地盤面とに高低差がある場合 これらを明

示した断面図 

(6) 建築物にし尿浄化槽若しくは合併処理浄化槽を設置する場合又はし尿浄化槽若しく

は合併処理浄化槽の構造及び規模を変更する場合 浄化槽工事の技術上の基準及び浄

化槽の設置等の届出に関する省令（昭和６０年厚生省・建設省令第１号）による浄化槽

設置届出書又は浄化槽変更届出書 

(7) 建築士事務所の登録が県外である場合 建築士事務所登録証明書（受付の日から３

月以内に発行されたものに限る。）又は原本照合をした当該証明書の写し 

(8) 法第５２条第６項に基づき共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面

積を延べ面積に算入しない場合 共用廊下等の部分の容積率不算入措置適用調書（様式

第１１号） 

(9) 計画の変更に係る確認申請を行う場合 省令第１条の３第８項に規定する図書、当

該計画の確認済証の写し及び計画変更床面積算定書（様式第１２号） 

（確認を要しない軽微な変更の届出） 

第１６条 建築主は、省令第３条の２に規定する計画の変更に係る確認を要しない軽微な変

更をするときは、軽微な変更届出書（様式第１３号）及び計画の変更図書を、当該計画の

確認済証を交付した建築主事に提出しなければならない。 

（許可申請書） 

第１７条 法第８５条第３項又は第５項の規定により市長の許可を受けようとする者は、省

令第１０条の４第１項に規定する許可申請書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

(1) 理由書 

(2) 省令第１条の３又は省令第３条に規定する図書 
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(3) 申請地を臨む２方向以上の写真 

(4) 用途地域図 

(5) 周辺の道路配置状況図 

(6) その他市長が必要と認める図書 

（違反建築物の標識） 

第１８条 市長が法第９条第１項又は第１０項の命令をした場合（法第９条の２の規定によ

り建築監視員が法第９条第１０項の規定による命令をした場合を含む。）の法第９条第１

３項（法第１０条第４項又は法第８８条第１項において準用する場合を含む。）の標識は、

建築基準法による命令の公示（様式第１４号）による。 

（道路とみなされる道の指定） 

第１９条 法第４２条第２項の規定により市長が指定する道は、法施行の際又は法施行後都

市計画区域として指定された際に、現に存在する幅員４メートル未満１．８メートル以上

の道で一般の交通の用に供されているものとする。 

（道路の位置の指定申請等） 

第２０条 法第４２条第１項第５号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道

路の位置の指定（変更・廃止）申請書（様式第１５号）に、省令第９条に規定する図面及

び承諾書のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 承諾者の印鑑登録証明書 

(2) 不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）による土地の登記事項証明書及び地図

の写し 

(3) 敷地計画図 

(4) その他市長が必要と認める図書 

２ 省令第９条に規定する承諾書は、承諾書（様式第１６号）及び承諾書（管理者）（様式

第１６号の２）による。 

３ 第１項第３号の敷地計画図は、次に掲げる事項を明示しなければならない。 

(1) 計画敷地境界線、計画敷地内の宅地割、宅地の地盤高並びに擁壁の位置及びその構

造 

(2) 計画敷地内及び計画敷地の周辺の道路の位置（都市計画道路を含む。） 

(3) 計画敷地の周辺の地形及び地物 

(4) 排水計画 

４ 市長は、法第４２条第１項第５号の位置の指定を行ったときは、道路の位置の指定（変
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更・廃止）通知書（様式第１７号）により申請者に通知するものとする。 

（平３０規則２３の２・一部改正） 

（道路の位置の標示） 

第２１条 法第４２条第１項第５号に規定する道路の位置の指定を受けた者は、側溝、縁石

その他これらに類するもので、その位置を標示しなければならない。 

２ 前項の道路の起点、曲点及び終点には、コンクリート若しくはこれに類するもので造っ

た標示杭又は金属で造った標示板を設置するものとする。 

３ 前２項の規定により設置した標識は、何人もみだりに移動させてはならない。 

（私道の変更又は廃止） 

第２２条 法第４２条第１項第３号若しくは第５号又は第２項の規定による私道の位置を

変更し、又は廃止しようとする者は、道路の位置の指定（変更・廃止）申請書に、省令第

９条に規定する図書及び承諾書を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する道路の位置の変更又は廃止を承認したときは、道路の位置の指

定（変更・廃止）通知書により申請者に通知するものとする。 

３ 法第４２条第１項第５号に規定する道路の位置の指定を受けた者は、当該指定を受けた

道路を変更し、又は廃止したときは、速やかに前条第１項の規定による標示の位置を変更

し、又は除去しなければならない。 

（一の敷地とみなすことによる制限の緩和に係る認定申請） 

第２３条 法第８６条第１項若しくは第２項又は第８６条の２第１項の規定により市長の

認定を受けようとする者は、省令第１０条の１６に規定する認定申請書に同項に規定する

図書又は書面のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 区域内の土地の登記事項証明書 

(2) 区域内の権利者一覧表 

(3) その他市長が必要と認める図書 

（一の敷地とみなすことによる制限の緩和に係る認定区域の標示） 

第２４条 前条の認定を受けた者は、認定を受けた区域（次項において「認定区域」という。）

内に認定を受けたことを標示する標識を設置するものとする。 

２ 前項に規定する標識には、当該認定区域の範囲、配置、敷地内通路及び認定年月日を記

載するものとする。 

（一の敷地とみなすことによる制限の緩和に係る認定取消しの申請） 

第２５条 法第８６条の５の規定により認定の取消しの申請をしようとする者は、省令第１
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０条の２１第１項に規定する認定取消申請書に、同条第１項各号に掲げる図書又は書面の

ほか、理由書を添付して市長に提出しなければならない。 

（公告の方法） 

第２６条 省令第１０条及び第１０条の２０の規定による公告は、市長が指定する場所に掲

示して行うものとする。 

（県条例に基づく承認の申請） 

第２７条 県条例第２２条ただし書、第２６条、第２７条又は第２８条の規定による市長の

承認を受けようとする者は、承認申請書（様式第１８号）の正本及び副本に、省令第１条

の３に規定する図書のほか次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただ

し、市長が必要がないと認めるときは、当該図書の一部を省略させることができる。 

(1) 理由書 

(2) 申請地を臨む２方向以上の写真 

(3) 不適格建築物調書（県条例第２７条の場合に限る。） 

(4) その他市長が必要と認める図書 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合において、承認したときは承認通知書（様式第１

９号）を、承認しないときはその理由を記載した通知書を申請者に交付する。 

（法に基づく認定申請） 

第２８条 法第４３条第２項第１号又は法第８６条の６第２項の規定により市長の認定を

受けようとする者は、省令第１０条の４の２に規定する認定申請書に、省令第１条の３に

規定する図書のほか次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる図書を添えて

市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該図書の

一部を省略させることができる。 

(1) 法第４３条第２項第１号の場合 

ア 敷地周辺道路及び道を示す図面 

イ 当該道に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し 

ウ 管理者との協議経過書（省令第１０条の３第１項第１号に規定する道の場合に限

る。）（様式第２０号） 

エ 通行承諾書一覧表（省令第１０条の３第１項第２号に規定する道の場合に限る。）

（様式第２１号） 

オ 管理承諾書一覧表（省令第１０条の３第１項第２号に規定する道の場合に限る。）

（様式第２２号） 
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カ 申請地を臨む２方向以上の写真 

キ 理由書 

ク その他市長が必要と認める図書 

(2) 法第８６条の６第２項の場合 

ア 理由書 

イ その他市長が必要と認める図書 

（平３０規則２３の２・一部改正） 

（フレキシブルディスクによる手続ができる区域） 

第２９条 省令第１１条の３の規定により指定する区域は、大村市の全域とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に長崎県建築基準法施行細則（昭和４６年長崎県規則第６６号）

の規定によりなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続

その他の行為とみなす。 

附 則（平成３０年１２月２０日規則第２３号の２） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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様式 略 

 


